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定例説明会等のお知らせ
 《税務無料相談》
　日時　10月21日（水） 午後１時〜４時
　日時　11月18日（水） 午後１時〜４時
　日時　12月16日（水） 午後１時〜４時
　場所　渋谷法人会館　渋谷区神泉町9−10
　　　　TEL 3461−0758

 《決算法人説明会》
　日時　10月２日（金）午後１時30分〜４時
　日時　11月４日（水）午後１時30分〜４時
　場所　渋谷区立商工会館　２Ｆ

該当の会社は是非ご出席下さい。

●申告書用紙等発送予定日
　法人税・消費税の確定申告書等

決　算　期 発送予定日

21年  9月 21年10月下旬

21年10月 21年11月下旬

21年11月 21年12月下旬

 10・11月・（12月）実施する主な事業
 
◦10月２日　20ブロック税務講習会
◦10月５日　４・５ブロック合同税務講習会
◦10月６日　チャリティゴルフコンペ
◦10月７日　19ブロック税務講習会
◦10月８日　法人会全国大会（岐阜）
　　　９日　（税制改正要望大会）
◦10月９日　18ブロック税務講習会
◦10月15日　地方税セミナー
◦10月16日　15ブロックボウリング大会
◦10月22日　年末融資相談会（日本政策金融公庫）
◦10月23日　特別講演会、会員の集い
◦10月24日　８ブロック研修会
◦10月26日　３ブロック税務講習会
◦10月29日　源泉研究部会研修会

◦11月10日　年末調整説明会
　　　11日
◦11月11日　納税表彰式
◦11月17日　経営税務学校

◦12月17日　理事会・年末役員懇談会

　今回渋谷区役所観光課の依頼により、『第３回
　渋谷「大好き」観光写真コンテスト』のチラシ
を同封しております。詳しくはチラシをご覧下さ
い。

定例説明会等のお知らせ10月無神 月

　前号（８月号）に同封いたしました平成21年度
版「税制改正のあらまし」の24頁
３．特定資産の買換えの特例の拡充・延長

（１）土地等を先行取得した場合の特例の創設
　表の「個人」の「届出書の提出」の欄　
　“３月31日までに提出”となっていましたが
　“３月15日までに提出”の誤りでした。
　　お詫びの上、訂正いたします。

チラシ同封のお知らせチラシ同封のお知らせ

税制改正のあらましの訂正について税制改正のあらましの訂正について
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10月・11月・12月は
法人会の会員増強月間

正しい税知識を学ぼう

　当会では上記の通り会員増強月間を実施し、組織
の拡大強化を図ります。その目的達成の実効効果を
高めるため、“会員の集い”を催しますので、会員
皆様のご参加をお願いします。

記
◆日　時　10月23日（金） 午後３時〜７時
　　　　　◦受　付　午後２時
　　　　　◦開　会　午後３時
◆場　所　渋谷エクセルホテル東急  ６Ｆ
　　　　　渋谷区道玄坂1-12-2　TEL 5457−0109
◆講演会   （午後３時15分〜４時45分）
　　　　　講師　錣

しころやま

山　矩
つねゆき

幸氏（元関脇　寺尾）
　　　　　演題　「私の相撲人生」
◆懇親会　（午後５時15分〜７時）
　　　　　会費　5,000円／１名（講演会のみは無料）
◆定　員　200名

−講演と懇親−

　今年も法人会では、10月・11月・12月の３ケ月間、例年通り会員増強月間を実施いたします。
　増強目標は今年も450社と定め、各ブロック、また会員皆様のご協力をお願いすることといたしました。
法人会に入会いたしますと法人会が開催いたします諸事業に無料または非常に安い料金で参加できます。
　決算法人・新設法人等の税務関係の説明会や経営セミナー、夏期ゼミナール、簿記講習会、政治・経済
等の講演会、人事・労務関係等のセミナーなど、幅広い分野にわたる事業に参加し、自由に最新の知識や
情報を得ることができます。また、各地域（ブロック）の諸活動にも参加ができ、地域での情報も得て多
くの経営者の方々と親交を深められます。
　講師には税務署や都税事務所の方々、また一流の講師を招いて開催いたしますので、必ず企業や経営者
ご自身にプラスになります。
　また、来る10月23日（金）には渋谷エクセルホテル東急に於いて「会員の集い」（特別講演会と懇親会）
を開催します。この集いは、会員増強月間をいかに成功させるか、その実効を高めるための催しです。
　講師には、大相撲の元関脇「寺尾」の錣山矩幸氏をお迎えして講演していただきます。詳しくは下段ま
たは、同封のチラシをご覧下さい。
　法人会は「健全な経営」「正しい納税」「地域社会貢献」をテーマに活動しております。会員増強に一層
のご協力をお願いいたします。

−増強目標は450社です達成にご協力下さい−

（同封のチラシにてお申し込み下さい）

10月・11月・12月は
法人会の会員増強月間

◉略歴　錣
しころやま

山　矩
つねゆき

幸氏　（元）関脇　寺尾
本　名　福薗　好文　1963年2月2日生まれ
出身地　東京（現役中番付上出身地は鹿児島）
所　属　㈶日本相撲協会　記者クラブ
　　　　錣山部屋
昭和54年７月　　　井筒部屋入門、初土俵
昭和59年７月　　　新十両
昭和60年３月　　　新入幕
平成元年３月　　　新三役
平成14年９月　　　引退
平成15年５月31日　東京・国技館にて断髪式を行う
平成16年１月　　　錣山部屋設立
平成21年７月現在　豊真将を筆頭に力士23名と呼出１名・床山１
　　　　　　　　　名の弟子と寝食をともにしている。
生涯通算成績　860勝938敗58休（140場所）
幕内通算成績　626勝753敗16休（93場所）
得意技　　　　突っ張り
最高位　　　　関脇
三賞　　　　　殊勲賞３回、敢闘賞３回、技能賞１回受賞
金星　　　　　７個
現在、親方として後進の指導を精力的に行い、また、相撲のすば
らしさを伝えるため、情報番組出演、講演活動を行っている。
ＣＭ：2002〜2003年　黄桜酒造㈱「辛口一献」
　　　2002〜2005年　㈱こだわり王国「濃縮粉末黒酢」
　　　2004年〜　　　㈱ジョウコウ
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平成21年度の税制改正による
源泉所得税関係の改正事項（その2）

　税制改正により、源泉所得税関係で今年度か
ら改正になった点を教えてください。

　前号に続きまして、今回は、住宅借入金等特別
控除関係の改正点についてご説明いたします。

【解説】
１．住宅借入金等特別

控除について、適用
期限が５年延長され
るとともに、その控
除期間、住宅借入金
等の年末残高の限度
額及び控除率を表１
のとおりとすること
とされました。

２．「長期優良住宅の
普及の促進に関する

試験研究を行った場合の特別税額控除制度の改正

　〜租税特別措置法の一部を改正する法律が
　　　　　　　　　　　　公布・施行されました〜
　８月号では交際費等の損金不算入制度の改正につい
てお知らせいたしましたが、今号においては、試験研
究を行った場合の特別税額控除制度の改正についてお
知らせいたします。
　法人税において、試験研究費の総額に係る税額控除
制度等について、次のとおりとされました（措法42の
4の2、68の9の2）。
　なお、これらの措置は、平成21年４月１日以後に開
始する事業年度から適用されます。

①平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、
当期の法人税額の20％から30％に引き上げられまし
た。

②平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額につい
て、平成23、24年度において税額控除の対象とする
ことが可能となりました。

※所得税においても、上記①及び②と同様の措置が講
じられています（措法10の2）。

　詳しくは、法人課税第１部門審理担当にお尋ねくだ
さい。TEL 03−3463−9181
　国税庁ホームページ「http://www.nta.go.jp」もあ
わせてご覧ください。

法律」に規定する認定長期優良住宅の新築等をして、
同法の施行日（平成21年６月４日）から平成25年12
月31日までの間に自己の居住の用に供した場合の住
宅借入金等特別控除の特例が創設され、その控除期
間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を
表２のとおりとすることとされました。

３．特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用期間が
５年延長されるとともに、平成21年４月１日から平
成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合の
断熱改修工事等の要件が緩和されました。

法人会はよき経営者をめざす者の集まり

Q

A

法人税
ひとくちメモ

控除の上限額

【当期の法人税額×30％】

〔21・22年度〕

控除の上限額
【当期の法人税額×20％】

〔改正前〕

⇒

詳しくは、渋谷税務署源泉所得税担当まで。電話 03−3463−9181

【表１】

居住の用に供し
た日の属する年 控除期間 住宅借入金等の

年末残高の限度額
住宅借入金等の年末
残高に乗ずる控除率

各年の控
除限度額

平成21年・22年
平成23年
平成24年
平成25年

10年間

5,000万円
4,000万円
3,000万円
2,000万円

1.0％

50万円
40万円
30万円
20万円

【表２】

居住の用に供し
た日の属する年 控除期間 長期優良住宅借入金等

の年末残高の限度額
長期優良住宅借入金等の
年末残高に乗ずる控除率

各年の控
除限度額

平成21年〜23年
平成24年
平成25年

10年間
5,000万円
4,000万円
3,000万円

1.2％

1.0％

60万円
40万円
30万円
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損害を被った場合の修理の費用

　事業用資産について被った損害を事業者自身
において修理した場合、その修理費用は、仕入

税額控除の対象となるのでしょうか。
　また、当該損害について修理後に自己の契約してい
る保険会社から保険金が支払われた場合はどうなるの
でしょうか。

　破損した事業用資産を自己において修理した
場合には、その支払った修理の費用については

課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
　なお、その費用について加害者から補償金を受け入
れた場合には、その受入れ補償金については課税関係
は生じません。損害に係る保険金収入についても同様
です。
参考条文　消費税法２①十二、30①、
　　　　　基本通達5−2−4、5−2−5、11−2−10
　詳しくは、法人課税第2部門（消費税担当）までお
尋ねください。
　TEL 03−3463−9181（内線 5021〜5023）

【地方法人特別税】
　９月決算（会計期間１年）

の法人です。平成20年10月１日以
後に開始する事業年度から法人事
業税とあわせて法人特別税の申告
納付が必要とのことですが、確定
申告が近づいているので地方法人
特別税について教えてください。

地方法人特別税とは
　地方法人特別税は、税制

の抜本的な改正において偏在性の
小さい地方税体系の構築が行われ
るまでの間の暫定措置として、法
人事業税の一部を分離して導入さ
れました。
　法人事業税の所得割・収入割の
税率を引き下げることによって法
人事業税の約半分に当たる2.6兆
円を分離し、国税である地方法人
特別税を創設、これを各都道府県
に再配分することで、地方間の税
収偏在を是正するものです。
　法人事業税と地方法人特別税と
を合わせた税負担が現行の法人事
業税の負担を上回らないように税
率を設定しています。したがって
地方法人特別税の導入に伴い、税
負担が増えることはありません。

この社会あなたの税が生きている

Q

A

Q

A
納める方　法人事業税の申告納付義務のある法人
納める時期と方法　法人事業税・都民税と同じ申告書・納付書により、都
　　　　　　　　　税事務所に申告納付
納める額　基準法人所得（収入）割額（標準税率により計算した法人事業税
　　　　　の所得（収入）割額）×税率（下表）

【法人事業税に超過税率が適用されている場合には『基準法人
所得割額及び基準法人収入割額に関する計算所』（第６号様式
別表14）で標準税率により計算し基準法人所得（収入）割額を
算定してください。】

詳しくは「東京都主税局」ホームページをご覧ください。
お問い合わせは
渋谷都税事務所　電話 3463−4311（代表）法人事業税係へお願いします。

※資本金の額（又は出資金の額）が１億円を超える普通法人

課税標準
基準法人所得割額
基準法人収入割額

外形標準課税法人（※）
148％

それ以外の法人
81％

81％

都道府県 国 都道府県

〈改正前〉 〈改正後〉

法人事業税
（地方税） 分離

法人事業税
（地方税）

創設 創設 創設

地方法人特別税
（国税）

地方法人特別税
（国税）

当該都道府県の
税収

都道府県が徴収、
国に払い込み

国が都道府県
に再配分

地方法人
特別譲与税

所得割・収入割の一部を国税化　約2.5兆円 人口（１／２）及び従業者数（１／２）を
基準として都道府県に譲与
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e-Taxを利用しよう
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e-Taxを体験してみよう！

マスメディアの性質

　マスメディアは次のような出来事を好んで報道
するといわれています。
　①衝撃的なこと②著名人に関すること③対立や
紛争④異常なこと⑤タイムリーなこと⑥近くでお
きていること（注）。
  「良いこと」より「悪いこと」の方がニュース
になるということです。
　円安のときには、燃料や食料品の価格高騰が、
円高になると「苦境にあえぐ輸出産業」が報道さ
れます。逆はあまりありません。
　また、ニュースは「簡潔でわかりやすい」こと
が求められます。受け手が、本当にそのように求
めているかどうかはわかりませんが、メディアの
側はそうあるべきと考えているようです。
　そうだとすると、環境問題は「問題」ですから、

「悪いこと」であり、ニュースになりやすいテー
マだということです。そして、「簡潔にわかりや
すく」報道されます。

公害問題

　前回お話した産業公害問題では、加害者（企業）
と被害者（周辺住民）、原因（汚染物質）と結果（健
康被害）が明らかでした。
　実際には、汚染物質と健康被害との因果関係は
複雑で、科学的に明らかにすることは容易ではあ
りません。産業公害のときには、汚染物質の濃度
が極端に高いところだけに、特別の公害病が現れ
るという関係があったので、裁判では汚染と病気
との間に因果関係があると判断されました（疫学
的因果関係といいます）。
　このようなテーマであれば、ニュースになりや
すいでしょう。

地球温暖化

　現在の日本社会が優先的に取り組むべき環境問

題は、地球温暖化、
ゴミ、生物多様性の
問題だと思います。
　そのどれにも、産
業公害のような「簡
単さ」はなく、大きな科学的不確実性があります。
どのような被害がどこに現れるのか、誰が加害者
なのかが判然としません。「汚染を垂れ流す工場」
や「それを黙認する官僚」を糾弾することで解決
できる問題ではありません。
　温暖化を例に考えてみましょう。
　今の時点で、「これが地球温暖化の影響である」
と断定できる自然現象はありません。大型台風の
数が増えても、自然変動の範囲内なのか、温暖化
の影響なのか判然としません。
　北極や南極の氷が海に崩れ落ちる画面がよく放
映されます。けれども、氷河とはそもそも、雪の
重みで先端が海に押し出されているものであり、
氷が海に崩れ落ちたからといって、温暖化のせい
と簡単に決め付けることはできません。
　また、解決のためには、市民一人ひとりがライ
フスタイルを変えないといけません。「痛み」が
伴います。視聴者や読者の共感がどこまで得られ
るかわかりません。報道する側としては難しいと
ころです。
　さらに、二酸化炭素を減らす対策として原子力
発電があります。このために、ヨーロッパの脱原
発政策も転換を迫られています。また、将来、水
害が増えてきたら、堤防をかさ上げすることも検
討しなければなりません。
  「原発」と「公共工事」といえば、どちらも環
境保護団体から評判の悪いテーマでしたが、これ
らも選択肢として考えなければいけません。
　こうした複雑な問題をどう扱うか。本来ならば、
マスメディアの力量が問われるところなのです。

（次号に続く）
注＝大石裕・岩田温・藤田真文『現代ニュース論』有斐閣（2000年）

マスメディア
（その2）

法政大学教授　藤倉  良
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会員の増加は、会員のメリットに通じる

　８月５日（水）、６日（木）、恒例の夏期ゼミナールを箱根湯本温
泉、湯本ホテル別館に於いて開催した。天候不順との予報に反し、
雨に降られることはなかったが、車で来られた方の中には、事故
渋滞で予定よりかなり時間が掛かったという方もあった。
　開会は午後２時30分、柳田会長の挨拶に引き続き、テレビ朝日
コメンテーター三反園訓氏から「どうなる日本の政治と経済」と
題し講演いただいた。
　続いて、元渋谷税務署長・税理士の佐藤和助氏に「今日・昨日・
明日」と題し、講演をいただいた。
　午後６時から懇親会に入り、会長挨拶、宇野澤顧問の乾杯に始
まり、歌に会話に大いに盛り上がった。午後８時五月女副会長の
中締めで宴会を終了。翌朝、朝食後解散した。出席者141名。

恒例の21年度夏期ゼミナールを開催

与信管理セミナーを開催
　去る７月９日（木）午後２時から渋谷法人会館におい
て、三井住友海上渋谷第一支社の協力を得て、与信管
理セミナーを開催した。
　第１部は、長引く景気の低迷、厳しさを増す競争環
境の中で勝ち残っていく為、自社防衛に役立てていた
だく為に“与信管理の基礎知識”と“管理手法のアドバ
イス”を三井住友海上経営サポートセンターアドバイ
ザー阿久澤秀之氏に講演していただき、第２部では法
人会員限定の取引信用保険についてのご案内があった。

地方税セミナー開催
　去る７月16日（木）渋谷区立商工会館において、午後
１時30分から３時まで、渋谷都税事務所のご協力によ

会長挨拶

講師：三反園訓氏

講師：佐藤和助氏

講師：阿久澤秀之氏 セミナー

夏期ゼミナール

夏期ゼミナール みんなで乾杯

司会：石田副会長

乾杯：宇野澤顧問

中締め：五月女副会長
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り、地方税セミナー
（固定資産税等説明
会）を開催した。
　定員80名というこ
とで募集をしたとこ
ろ定員を上回る申込
みをいただき、渋谷
地区における、固定資産税問題の切実さがうかがい知
れるセミナーとなった。

平成21年度税制改正研修会を開催
　法人会では、７月27日（月）、28日（火）、30日（木）の
３日間にわたり、平成21年度税制改正研修会を渋谷法
人会館において開催した。
　講師は、27日と28日を渋谷税務署法人課税第一部門
藤田審理担当上席調査官、30日を渋谷税務署望月法人
担当審理専門官に担当していただいた。
　出席者は、27日18名、28日26名、30日47名だった。

　各ブロックにおいても同様の税
法改正説明会を企画し、開催する
ことになっています。会報とは別
途お葉書等でご案内いたしますの
で、今回ご都合のつかなかった方
や、改めてお聞きになりたい方、
是非ご出席下さい。

第15ブロックバス研修会
　　　　　さくらんぼ狩りと滝めぐり　　参加者42名
　７月８日（水）８時10分に幡ヶ谷を出発し、目的地へ

向いました。
　バスの中で税金ク
イズと環境に関する
ビデオを鑑賞しまし
た。
　今回の税金クイズ
は大変難しく、がん

ばった上位５名の方にプレゼントがありました。
　ビデオは（不都合な真実）地球温暖化問題を、わかり
やすく説明されており、私たち一人一人が意識を変え

法人会の事業活動に積極的に参加しよう

なければ解決しない問題である事を改めて思いました。
　いよいよ、待望の食べ放題さくらんぼ狩りになりま
した。みんな赤いさくらんぼに夢中です。手当たり次
第に口にほおばり、腹いっぱい食べて大満足。
　やがて吹き割りの滝につき、やさしい川の流れに心
が癒される思いでした。バスにゆられて、緑の峠を越
えやがて華厳の滝に着きました。こちらは、対照的に
ものすごい水量と大迫力に圧倒されました。
　いろは坂は、ドライバーさんの見事な腕前で楽しみ
ながら下る事が出来ました。お蔭様で日頃の仕事やス
トレスからすっかり解放され、また雨の心配もなく有
意義な一日を過ごす事が出来ました。無事行程も終了
して６時40分幡ヶ谷に到着。お疲れ様でした。

第12回初台地区ふれあいまつり
第17ブロック（村田ブロック長）

　去る７月19日（日）初台地区で初台まつりが開催され、
就業体験の都立第一商業高等学校の６人の生徒と一緒
に事務局からも3名参加した。
　渋谷税務署から提供された恒例の“税金クイズ”に
夏休みに入ったばかりの子供たちが挑戦、頭をひねり
一所懸命に考え、その後もらった景品に喜んでいた。
　もちろん大人にも挑戦してもらい、法人会をアピー
ルした。

恵比寿祭り
第2ブロック（雨宮ブロック長）

　去る７月31日（金）恵
比寿祭りが開催され、
初台まつりと同じく就
業体験の都立第一商業
高等学校の４人の生徒
と一緒に事務局からも
２名参加した。
　金曜日の夜というこ
ともあってか、大変な
人出で盛大に催される
中、渋谷税務署提供の

“税金クイズ”を配布
し、景品を提供し、法
人会をアピールした。

地方税セミナー

講師：望月法人担当審理専門官 税制改正セミナー

講師：藤田審理担当上席調査官

ブロック通信

第15ブロックバス研修会

挨拶：村田ブロック長 難しい？

景品は何かな？

税金クイズを配布する雨宮ブロック長



102009.10 No.498

e-Taxを活用しよう

切ってこそ身につき、大きな武器になるのである。
③得意技を身につけていくこと
  「自分の売り」は何かということを常に思考しながら、
自分の独自性をブラッシュ・アップしアピールしていくこ
とも忘れてはならない“能ある鷹は爪を隠す”ではなく、
アピールしていく時代だといえよう。
④何でも自分でやる習慣をつけること
　いわゆる「３マメ」人間になろうということである。ま
ず“口マメ”（どんな人とでもコミュニケーションを図
る）。次に“足マメ”（面倒がることなく、足を運ぶなど、
行動していく）、“手マメ”（小まめに挨拶状、礼状など
の手紙を書くなど）。自ら、“口・足・手”を使って、ア
クティブに全身を使うことである。
⑤あるべき姿を常に、イメージしていくこと
　これから、自分はどこに行こうとしているのか、自分が
描く、あるべき姿をイメージし、そこから逸脱することが
あれば、軌道を修正していくことである。
⑥問題解決に強くなること
　小さなカベ、大きなカベ、さまざまなカベに直面してい
くだけに、めげることなく、問題に対峙して、その解決に
あたっていくことによって、自立心も旺盛になってくる。

「自立」力を強めよう！
　社会を取り巻く環境が激変している時代にあって、いか
に自立心を強くしていくかが求められているといえる。自
らの道をブレークスルーしていくためにも、自立の道は避
けては通れないということもできる。
■「自立」力を強くしていくポイント
①チャンスを待つのではなく、自ら創り出すこと
  「運を待つは死を待つに等し
い」と、西洋のことわざにある
ように、常にアンテナをはりめ
ぐらして、自分としてのチャン
スをキャッチしていく姿勢をく
ずさないことである。
②自己投資をしていくこと
　どんなビジネスにおいても投資していかなければならな
い。ビジネスパーソンの投資とは、自分の頭への投資とい
うことになろう。したがって自己啓発においては、身銭を

現代を生き抜く知恵
西都原　信（ビジネス評論家）

確定申告の必要な人とは
　まず初めに、サラリーマンの方でも確定申告
しなければならない人はいます。しかも、これ
らの方々の多くはおそらく税金が還付される
方々と思われます。
　まず年の中途で会社を退職し、その後就職を
しなかった人は、通常会社に源泉徴収されてい
るため、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
これと同じ理由で、年末調整にミスがあり余計
に納め過ぎた人や年末に結婚や出産により扶養
親族が増えた場合も自ら確定申告をすることに
より還付が受けられます。
　次に、必ず確定申告をしなければならないサ
ラリーマンの人もいます。例えば①年収２千万
円超の人②二カ所以上から給与をもらっている
人③二カ所から給与をもらっているものの、給
与の他に雑所得などが年20万円を超える人④い
わゆる初年度の住宅ローン控除を受ける人（２

年目以降は年末調整できます）⑤雑損控除、医
療費控除、寄附金控除を受ける人などです。
　上記について若干注意しておきます。年収
２千万円とは、所得ベースでなく額面ベースで
す。次に雑所得とは、例えばサラリーマンが原
稿を書いたり、講演をしたりして得た所得です。
この場合、税金は必ず増加します。また、特に
医療費控除と、寄附金控除は、おのおの10万円
と５千円という足切り控除枠があるので注意が
必要です。
　しかし、医療費控除は裏ワザがあるため、こ
の点は次号で説明します。
　他方、年末調整で納付不足があれば、逆に確
定申告により納付する必要がでてくることもあ
ります。
　最近、確定申告も駅で相談を受けていたりす
ることもありますから、面倒がらずに早目に行
うことをお勧めします。

　　サラリーマンとして知っておきたい所得税の知識① 実藤  秀志（公認会計士・税理士）新連載
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この社会あなたの税が生きている

●わずかなエネルギー過多でも
　内臓脂肪がたまりやすい人
　飢餓を乗り越えるための倹約遺伝
子は、飽食の時代に入ると、過剰に
脂肪をため込む存在に変わってしま
った。中でも、「β ３アドレナリン
受容体遺伝子」という倹約遺伝子は、
１日の基礎代謝量を200キロカロリ
ーも低く抑える。
　したがって、わずかなエネルギー
過多や運動不足でも内臓脂肪が蓄積
しやすい。日本人の３人に１人はこ
の遺伝子型である。
　一方、最近見つけ出されたβ ２ア
ドレナリン受容体遺伝子変異は「逆
肥満遺伝子」と呼ばれ、こちらは基
礎代謝量を１日200キロカロリー高
めるため太りにくい。「やせの大食
い」にはこの遺伝子の保有者が多い。
　ただし、倹約遺伝子がそのまま肥
満に結びつくわけではない。遺伝が
３割、環境が７割といわれるように、
日ごろから腹八分目を心掛ければ、
内臓脂肪の蓄積は防げる。

●同じ量を食べても太りやすい人、
　太らない人
　昔から「やせの大食い」というこ
とわざがある。そんなに食べていな
いのに肥満体系にある人からすれ
ば、「そんなに食べてなぜ太らない
の！」と不思議にうつるだろう。
　肥満の原因は、過食や運動不足な
ど生活習慣にあると思われている。
しかし、肥満に関する遺伝子研究で、
同じものを同じ量食べても、太りや
すい人と太りにくい人がいるのが分
かっている。
●飢餓時代、効率よくエネルギーを
　蓄えた倹約遺伝子
　もともと人類の歴史は「飢え」と
の戦いであった。厳しい自然環境の
中で、いかに効率よくエネルギーを
蓄えるかが、生き抜く上での至上命
題であった。
　1963年、米国の学者ニールは、こ
の過程で、人類は食べたものをでき
るだけたくさんの体脂肪に変えて体
内に蓄積する「倹約遺伝子」を獲得

したと予測し、広い支持を受けた。
　その後、1994年、マウスを使った
実験でレプチンと呼ばれる、エネル
ギー消費を調節する最初の肥満遺伝
子も発見された。現在は、50種類を
超える倹約および肥満遺伝子が見つ
かっている。

飽食で脂肪を過剰に
ため込む存在になった

「倹約遺伝子」

［番外編］
先輩や同僚・後輩には「さん」付け
で呼ぶのが一般的である。先輩の女
性社員が、後輩の男性社員を「くん」
付けて呼んでいる場合があるが、聞
いていてあまり感じのよいものでは
ない。

　プライベートのお付き合いでは、
役職・年齢関係なしに「さん」付け
で呼ぶ。親しくなると愛称で呼ぶこ
ともあるが、お互いの信頼関係がで
きていないと「あなたに言われたく
ない」と言われかねない。また、い
つもは「さん」付けて呼んでいるが、
時々「くん」付けで呼ぶ人がいる。
周りからすると不自然な感じがする
が、心理的には、自己顕示欲が高い
人にみられる。無意識か意識的か本
人しかわからないが、ちょっとした
ことで信頼関係が崩れかねない。

　いずれにしても、肩書きや人の呼
び方は、良好な人間関係を築くうえ
で重要な意味をもつ。

　電車に乗ると、若い人同士が仕事
の話をしている姿をよくみかける。
周りの迷惑も考えず大きな声で話を
しているので、すぐ新入社員とわか
った。その内容は、研修中に眠たか
ったとか、人の名前が覚えられない
とか、自分も社会人となって経験し
たことであったので、ふとそのころ
の記憶がよみがえってきた。

　新入社員時代で苦労したことは、
会社にいる大勢の人の顔と名前や肩
書きがなかなか覚えられないことで
あった。とくに、他の部署の人を覚
えるにはかなりの時間がかかった。
顔と名前が一致しても、肩書きを間
違えたりすることもあった。電車の

中の会話でも、名前が思い出せず、
太った人とかメガネの人とか、身体
的な特徴とかでお互いに話をしてい
た。

　社内での肩書きの呼び方は、同じ
部署であれば部長とか課長で通じる
が、他の部署では姓を付けて呼ぶの
が一般的である。社外に対しては、
役職や敬称を付けず、姓を呼び捨て
にする。しかし、社外と社内を間違
え、上司を呼び捨てにしてしまう
と、ひんしゅくを買うので要注意で
ある。また、企業によっては「肩書き」
でなく、全員「さん」付けて呼んで
いる場合があるが、他の企業に適応
するとは限らないので気をつける。

肩書き・呼び方のマナー
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　今年の春、世界中に広がった新型インフルエンザ。これは、豚のインフルエンザが変異して、人か
ら人へと感染するようになったものです。日本でも感染者の報告が全国で続いたものの、症状が比較
的軽く、爆発的流行には至らなかったこともあり、それほど強い不安は感じなかったかもしれません。
　でも油断は禁物です。本来のインフルエンザの流行期は冬。それは、インフルエンザウイルスが低
温で乾燥した環境が好きだからです。梅雨に落ち着いたかにみえた国内での新型インフルエンザの流
行も、秋から冬には再び大きく広がる可能性があります。また、従来からあるＡ型やＢ型のインフル
エンザは、今年の冬も必ず流行するでしょう。
　わからないのは、どの型が中心に流行するかだけです。もしかした
ら、春に広がった豚由来の新型か、まだ確認されていない新型が登場
して一気に広がり、世界的な大流行（パンデミック）に至ることも十
分考えられます。
　中でも恐れられているのが、鳥インフルエンザが変異したＨ５Ｎ１
型と呼ばれるもの。毒性が強く、人に感染した場合の死亡率はとても
高いと考えられているので、個人個人の最高レベルの警戒が必要です。
　今年は春の経験を活かして、本格的にインフルエンザが流行し始め
る前に準備万端整えておきましょう。
　まずは予防接種。新型インフルエンザのワクチンがどのくらい供給されるか、どんな人に優先的に
接種することになるかははっきりしていませんが、従来からあるインフルエンザのワクチンは必ず十
分に供給されるはずです。できれば接種を受けておくことをお勧めします。特に、今までに接種した
ことがない方、持病がある方や妊娠中の方、高齢の方は必ず医師に相談してください。
　流行し始めるとまたマスクが供給不足になるかもしれません。早いうちに十分な数を確保しておき
ましょう。高機能タイプは必要なく、花粉症などの用途で売られている一般に不織布のものでＯＫで
す。最低でも常に一人20枚が備蓄できていることが必要です。
　帰宅したら手を洗い、うがいをする習慣をつけましょう。乾燥状態が好きなウイルスを蔓延させな
いため、室内には十分な湿度を。
　そして、感染したかなと思ったらできるだけ早く対処しましょう。すぐに病院に行くべきか、保健
所等に連絡するべきかは、国や自治体の指示に従ってください。

  インフルエンザの対策は流行前から
　  ─マスクの準備と予防接種はお早めに

鈴木 泰子（助産師・医療ライター）
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みんなの力で法人会を大きく育てよう

◉柿
　柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
　　　　　　　　　　　　正岡子規
　子規がこの句を詠んだのは、1895
年（明治28）年10月。療養のために郷

里の松山に帰っていた子規が東京に戻る途中、奈
良に立ち寄った際に詠んだものだ。
　原産地は中国。日本
でも弥生時代の遺跡か
ら種子が出土してい
る。もとは渋柿しかな
かったが、日本で改良
を重ね、甘柿が誕生。
現在では千種以上の品種がある。学名にも「kaki」
の文字が入っていて、日本の秋を代表する果物だ。
　生で食べる甘柿の代表が富有柿、次郎柿、御所
柿など。西条柿や平核無（ひらたねなし）などの
渋柿は、渋抜きをするか、干し柿に加工して食べ
る。ビタミンＣやカリウムも豊富なのに、年々生

産量が減っている。日本人の暮らしとともにあっ
た果物をもっと大切にしたい。

◉晩翆忌
  「春高楼の花の宴巡る盃影さして」。だれもが幼
いころに聞き、口ずさんだ「荒城の月」を作詩し
た土井晩翆は1952年（昭和27）年10月19日、81歳
で亡くなった。
　作曲は滝廉太郎だ。二人は生涯で一度だけ会っ
たという。ヨーロッパからの帰国途中、同じ船に
乗り合わせ、病に倒れていた滝を晩翆が見舞った
のである。1904（明治37）年だった。二人はそこ
で、何を語り合ったのだろうか。
　歌われた城はどこなのか。晩翆の歌碑は、故郷
の仙台・青葉城址と福島・会津若松の鶴ヶ城址に
建っている。冒頭の歌詞に、「千代の松が枝分け
出でし  昔の光今いずこ」と続く。地名である千
代は、藩主として入った伊達政宗が「せんだい」
と読み、「仙台」の字をあてたという説もある。
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振替納税を利用しよう

法人税確定申告書提出の会員の方は、この会員証を切
り取り申告書の別表下欄に貼付して提出してください

平成21年7月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

ブロック

１

１

３

６

15

18

19

21

法　人　名

㈲共栄製作所

㈲リベルタ

㈱アクアリンクス

㈱イーアンプロパティ

㈱エフエスシー

㈱東洋パブリシティ

（同）eQualc

メディア・ラボ㈱

代表者名

新井　昌男

保坂　民治

常岡　俊文

小木　健二

小川　　学

佐藤　奉哉

ポリスチェック・ルーク

井上　義晴

連　絡　先　住　所

渋谷区恵比寿２−22−13

渋谷区恵比寿２−25−11

渋谷区桜丘町３−16

渋谷区渋谷１−10−７

渋谷区幡ヶ谷２−16−５

渋谷区千駄ヶ谷５−20−12

渋谷区千駄ヶ谷３−41−７

渋谷区神宮前６−25−８

電話番号

3443-0440

3449-9181

6892-1164

3486-1807

5371-1187

3226-0891

6419-8330

業　　種

精密機器製造業

管工事業

販売業

不動産業

映像編集（サービス業）

翻訳

化粧品通信販売

−都税についてのお知らせ−

10月は不正軽油撲滅強化月間です�

詰将棋■解答
　　２四桂　同竜　２三銀成　同竜　２四桂　同竜　３四角　同
竜　２二金まで九手詰め。
■解説
　初手　２二金は　同竜　同と　同玉でとても詰み形になりませ
ん。
　まずは　２四桂が正解です。
　そして　同竜に　２三銀成が好手で　同玉は　２二金までで
す。
　　２三同竜には　２四桂　同竜　３四角が決め手の好手で竜の
利きを変えて解決となります。

　不正軽油とは、軽油に脱税を目的として重油等を混
ぜ、軽油と偽り販売しているものです。こうした不正
軽油は、ディーゼル車の排出ガス中の有害物質を増加
させ、環境にも悪い影響を与えます。
　東京都では、不正軽油の調査の手がかりを探してい
ます。不正軽油に関する情報がありましたら、不正軽
油110番までご連絡ください。さらに、強化月間キャ
ンペーンの一環として、専門学校生によるポスターコ
ンクール入選作品の展示やPRイベントを開催します。
ぜひ、お立ち寄りください。

詳しくは、東京都主税局課税部軽油調査課
　　   （03−5388−2958）までお問い合わせください。
東京都主税局ホームページ
　　　http://www.tax.metro.tokyo.jp/

不正軽油110番

０１２０−２
ふ せ い

３１−７
な く

９３
そう

24時間受付（フリーダイヤル）
　FAX　03−5388−1309
　Eメール　S0000707@section.metro.tokyo.jp

不正軽油撲滅
PRポスター展

不正軽油撲滅
PRイベント

会　場

都庁第一本庁舎
１階中央

新宿西口広場
イベントコーナー

期　間

10月１日〜９日

10月18日・19日

−都税についてのお知らせ−
認定長期優良住宅を新築した場合、
固定資産税が減額されます

＜減額の対象となる住宅＞
①平成21年６月４日から平成22年３月31日までの間に

新築された住宅であること
②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条

第２号に規定する認定長期優良住宅であること
③居住部分の床面積の割合が当該家屋の２分の１以上

であること
④１戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下であるこ

と（ただし、貸家の用に供する一戸建以外の住宅に
ついては、40㎡以上280㎡以下）

⑤新築をしてから翌年（１月１日新築の場合はその年）
の１月31日までに当該住宅が所在する区にある都税
事務所に減額の申告が行われていること

＜減額される期間・税額＞
減額される期間　新たに固定資産税が課税される年度
　　　　　　　　から５年度分（３階建て以上の耐火・
　　　　　　　　準耐火建築物については７年度分）
減額される税額　当該住宅の固定資産税額（１戸あた
　　　　　　　　り床面積120相当分までを限度）の
　　　　　　　　２分の１が減額
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■ヒント
　竜の守備力をいかにかいく
ぐるかの工夫が大切なところ
です。

（考慮10分で初段）

〈出題〉六段 沼  春雄

　減額を受けるには、住宅が新築された年の翌年（１
月１日新築の場合はその年）の１月31日までに、減額
の申告が必要です。詳しくは当該住宅が所在する区に
ある都税事務所にお問い合わせください。
　なお、23区以外の住宅については、当該住宅が所在
する市町村へお問い合わせください。
渋谷都税事務所　固定資産税課固定資産税係
電話（03）3463−4311（代表）

減免対象　一画地における非住宅
4 4 4

用地の面積が400㎡
　　　　　以下であるもののうち、200㎡までの部分
　　　　　ただし、個人又は資本金等の額が１億円以
　　　　　下の法人が所有するものに限ります。
減免割合　固定資産税・都市計画税の税額の２割
減免手続　減免を受けるためには、申請が必要です。

まだ申請をしていない方で、小規模非住宅
4 4 4

用地を所有していると思われる方には、７
月下旬に「固定資産税の減免手続きのご案
内」をお送りしております。減免の要件を
確認のうえ、12月28日㈪までに申請してく
ださい。

　　　　　※前年度に減免を受けた方で用途を変更し
　　　　　　ていない方は、新たに申請する必要はあ
　　　　　　りません。

【お問い合わせ先】
土地が所在する区にある都税事務所
渋谷都税事務所　固定資産税課固定資産税係
電話（03）3463−4311（代表）

−都税についてのお知らせ−
昨年度に引き続き、平成21年度も
23区内の小規模非住宅

4 4 4

用地の
固定資産税・都市計画税を減免します−都税についてのお知らせ−

不動産取得税における
認定長期優良住宅の特例について

　平成21年６月４日から平成22年３月31日までの間
に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した
場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を購入し
た場合、新築住宅にかかる不動産取得税についての特
例控除額※ １が増額され、1,300万円となります。
※１　認定長期優良住宅以外の特例適用住宅を取得し
　　　た場合の控除額は、1,200万円です。
＜減額の対象となる住宅＞
①平成21年６月４日から平成22年３月31日までの間に

取得した住宅であること（認定長期優良住宅を新築
した場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を
講入した場合に限られます。）

②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条
第２号に規定する認定長期優良住宅であること

③１戸あたりの床面積が50㎡以上240㎡以下であるこ
と（ただし、貸家の用に供する一戸建以外の住宅に
ついては、40㎡以上240㎡以下）

【税額の算出方法】
住宅の価格※ ２　−　1,300万円　=　課税標準額
　　　　　　　　　３
課税標準額　×　───（税率）=　税額
　　　　　　　　　100
※ ２　住宅の実際の購入価格等ではなく、固定資産評
　　　価基準によって評価・決定された価格(評価額)
　　　をいいます。
　認定長期優良住宅の特例適用を受けるには申告が必
要です。「不動産取得税申告書」の家屋欄に必要事項

を記載のうえ、必要書類とともに、所管の都税事務所
に申告してください。

【お問い合わせ先】
渋谷都税事務所　固定資産税課不動産取得税係
電話（03）3463−4311（代表）
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